平成　　年　　月　　日


東北グリーン電力基金
平成２３年度太陽光発電助成申込書
財団法人東北活性化研究センター
会　長　　高 橋　宏 明　殿
　　　　　（申込者）
住所
　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

印
貴財団が募集する「東北グリーン電力基金」平成２３年度太陽光発電助成について、下記のとおり申し込みます。
記
１．助成を希望する太陽光発電設備の設置計画概要
	設備の設置場所（住所）
	

	設備を設置する施設名
	

	設備のシステム出力
	ｋＷ（小数点第２位は切り捨て）

	設置工事期間（予定）
	開始：平成　　年　　月、完了：平成　　年　　月

	発電電力量を計量する計量器
	有　り　　　／　　　無　し

	設備を設置する土地・建物等の状況
	自己所有　　／　　土地・建物等所有者の承諾済


２．他助成の有無、助成実績

	東北グリーン電力基金以外からの金銭的な補助等
	有　り　　　／　　　無　し

	東北グリーン電力基金からの助成実績
	有　り　　　／　　　無　し


３．助成金振込希望口座
	口座名義
	

	金融機関名・支店名
	
	

	預金種別・口座番号
	
	


４．本件に関する連絡先
	住所
	〒

	担当部署(担当者所属)
	

	担当者氏名 ／メールアドレス
	　　　　　　　／

	電話番号／ＦＡＸ番号
	／


以　上
【添付書類】
●【応募者共通】

・「普及啓発のための具体的方法および期待される効果」（様式１－１）
・設置場所を示す図面および周辺図
・設備完成予想図（設計図面等でも可）
応募者により、以下の書類も添付のこと。

●【学校法人】（公立大学法人を含む）
・寄附行為、定款等（謄本の写し）

・認可を受けたことを証する書類（認可書の写し等）

・事業概要が分かる書類（パンフレット等）
●【第３セクター】
・事業概要や出資比率が分かる書類（事業報告書等）
●【医療法人・社会福祉法人】

・寄附行為、定款（謄本の写し等）
・認可を受けたことを証する書類（認可書の写し等）

・事業概要が分かる書類（パンフレット等）
普及啓発のための具体的方法および期待される効果


東北グリーン電力基金

平成２３年度太陽光発電助成契約書
財団法人東北活性化研究センター（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）は、甲が別途定めた「東北グリーン電力基金平成２３年度風力発電・太陽光発電助成実施要領」（以下「要領」という。）に基づき実施される、甲の乙に対する助成について、次のとおり契約する。
（目　的）
第 １ 条　甲は、要領およびこの契約に基づき、乙の太陽光発電設備の設置に対する支援を目的として、乙に対して助成金を支払う。
（助成対象設備）
第 ２ 条　甲による助成金支払いの対象となっている、乙が設置し、管理する太陽光発電設備（以下「助成対象設備」という。）は、次のとおりとする。
	設備の設置場所（住所）
	

	設備を設置する施設名
	

	設備の定格出力

（以下「システム出力」という。）
	キロワット


（助成金額）
第 ３ 条　甲が乙に対して支払う助成金額は、実際に設置された助成対象設備のシステム出力の値に、システム出力１キロワットあたり○○万円の助成単価を乗じて算定した金額とする。
２　助成金額算定の基礎となるシステム出力について、その端数は、原則として小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで求める。
３　甲が算定した助成金額が実際の設置費用を上回る場合には、実際の設置費用を上回らない金額を助成する。
（助成対象者の義務）
第 ４ 条　乙は、次の各号に掲げる義務を負う。
①　乙は、平成２４年３月３１日までに助成対象設備の設置を完了し、当該設備による発電を開始すること。
②　乙は、助成対象設備に関し、第２条に定めるシステム出力を上回らないこと。
③　乙は、助成対象設備の設置に関し、国や他の団体など、甲以外の者から金銭的な補助や助成などを受けないこと。
④　乙は、要領に定める「ロゴマーク等の表示方法」に基づき、助成対象設備に「東北グリーン電力基金から助成を受けた設備」であることを表示すると共にロゴマークを表示すること。

⑤　乙は、善良なる管理者の注意をもって、助成対象設備を適正に維持し、管理すること。また、改良、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保供出など助成対象設備を処分しようとする場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。
⑥　乙は、甲が、要領またはこの契約に基づき、乙または乙の助成対象設備について審査するとき、これに協力すること。
⑦　乙は、甲が、要領またはこの契約に定める手続きについて具体的な方法を指示するとき、これに従うこと。

⑧　乙は、助成対象設備の設置を中止した場合、または助成金の受領を辞退することとした場合は、速やかに、要領に定める「平成２３年度太陽光発電助成申込取下げ届出書」を甲に提出すること。
⑨　乙は、助成対象設備の設置計画を変更した場合、遅滞なく、要領に定める「平成２３年度太陽光発電助成対象設備設置計画変更報告書」を甲に提出すること。
⑩　乙は、助成対象設備の設置を完了し、当該設備による発電を開始した場合は、遅滞なく、要領に定める「平成２３年度太陽光発電助成対象設備設置工事完了報告書」を甲に提出すること。
⑪　乙は、助成対象設備に関して、発電開始後３年間、毎月の発電電力量を計量し、要領に定める「平成２３年度太陽光発電助成対象設備の発電電力量報告書」により甲にこれを報告すること。
（基金活動への協力）

第 ５ 条　乙は、自然エネルギー有効活用のため、次の各号について、実施および協力すること。

①　乙は、太陽光発電の普及啓発のためホームページおよび広報誌等により東北グリーン電力基金の助成を受けた設備であることについて広くＰＲすること。

②　乙は、東北グリーン電力基金についてホームページ・広報誌への掲載等により、甲の基金のＰＲ活動に協力すること。

（助成金額の確定および支払い）
第 ６ 条　甲は、第４条第１０号に定める乙からの報告を受けた後、速やかに、乙および乙の設置した助成対象設備が要領およびこの契約に定める要件を満たしているか審査し、全て満たしていると判断した場合は、原則として１か月以内に、第３条に従い確定した助成金額を乙に対して通知する。
２　甲は、第１項に定める助成金額の通知後、原則として１０営業日以内に、乙が指定する口座へ当該金額を振り込む。
（助成実施状況の公表）
第 ７ 条　甲は、要領に公表することを定めた事項については、乙による事前の同意なくして、これを公表することができる。
２　甲は、第１項に基づく公表により乙が被るいかなる損害についても、賠償する責めを負わない。
（契約の解除）
第 ８ 条　甲は、次のいずれかの場合、この契約を解除することができる。
①　乙が、要領に定める「平成２３年度太陽光発電助成申込取下げ届出書」を甲に提出した場合。
②　乙が、要領またはこの契約に違反した場合。ただし、甲が、あらかじめこれを承認した場合を除く。
③　乙が、この契約締結の前後に拘わらず、助成対象設備の設置に関して、国や他の団体など、甲以外の者から金銭的な補助や助成などを受けていた事実が判明した場合。
④　乙が、助成対象設備の発電を平成２４年３月３１日までに開始されない場合。ただし、天変地異等、助成対象者の責めとならない場合は除く。
⑤　乙が、助成対象設備の設置、運転または管理に関する法令違反、助成金の受領に関する不正行為など、助成対象者として著しく不適当であると甲が判断する行為を行った場合。
２　甲は、この契約を解除した場合は、速やかに、その旨文書により乙に通知する。
３　甲が、第１項に基づきこの契約を解除した時、乙が、第６条に定める助成金の支払いを既に受けていた場合、乙は、甲からの請求に従い、年率５％の利息を付して、当該助成金を速やかに甲へ返還しなければならない。
４　甲は、第１項に基づくこの契約の解除、または第３項に基づく乙に対する助成金の返還請求により、乙が被るいかなる損害についても、賠償する責めを負わない。

（第三者の賠償）
第 ９ 条　乙が、助成対象設備について、甲乙以外の、助成対象設備を設置する土地・建物等の所有者を含む第三者（以下「第三者」という。）に損害を及ぼした場合、または第三者との間に紛争が生じた場合は、当該第三者との折衝および損害賠償、その他必要な措置はすべて乙の責任において行なうものとする。
（契約の有効期間）
第１０条　この契約の有効期間は、契約締結の日から１５年間とする。
（協　議）
第１１条　この契約に疑義が生じた場合、またはこの契約に定めのない事項が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、その解決に当たる。
この契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各自その１通を保有する。
平成　　年　　月　　日

宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番１０号
甲　財団法人東北活性化研究センター
会　長　　高 橋　宏 明　　印

住所

乙　代表者名　　　　　　　　　　　　　印

平成　　年　　月　　日

平成２３年度太陽光発電助成申込取下げ届出書
財団法人東北活性化研究センター
会　長　　高 橋　宏 明　殿
（助成対象者）
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

印
このたび、（助成対象設備の設置を中止／貴財団からの助成金の受領を辞退すること）としましたので、貴財団と締結した東北グリーン電力基金平成２３年度太陽光発電助成契約書第４条に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．助成対象設備の設置計画の概要
２．取下げの理由
以　上
［添付書類］
○　取下げの理由に関する説明資料など関係書類

平成　　年　　月　　日
平成２３年度太陽光発電

助成対象設備設置計画変更報告書
財団法人東北活性化研究センター
会　長　　高 橋　宏 明　殿
（助成対象者）
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

印
このたび助成対象設備の設置計画を変更しましたので、貴財団と締結した東北グリーン電力基金平成２３年度太陽光発電助成契約書第４条に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．設置計画の変更に関する具体的内容
２．設置計画の変更の理由
以　上
［添付書類］
○　変更後の設置計画書の写しなど関係書類
平成　　年　　月　　日

平成２３年度太陽光発電

助成対象設備設置工事完了報告書
財団法人東北活性化研究センター
会　長　　高 橋　宏 明　殿
（助成対象者）
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

印
このたび助成対象設備の設置工事が完了しましたので、貴財団と締結した東北グリーン電力基金平成２３年度太陽光発電助成契約書第４条に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．助成対象設備の設置場所（住所）
２．設備を設置した施設名
３．設置した設備のシステム出力

４．設置費用の合計金額
５．設備設置工事完了日（引き渡し日）

以　上
［添付書類］＜１～４については２部、５については１部提出＞
１ 設置した設備のシステム出力を証明する書類（検査証など）
２ 設置費用の合計およびその内訳を証明する書類

（完成届、工事内訳書、工事契約書、検収証明書など）
３ 設置工事完了日を証明する書類（完成届、引き渡しを証明する書類など）

４ 設置工事完了後の助成対象設備および基金ロゴマーク等の表示状況の写真

５ 写真の電子データを収録したＣＤ―Ｒ等

平成　　年　　月　　日


平成２３年度太陽光発電

助成対象設備の発電電量報告書

財団法人東北活性化研究センター

会　長　　高 橋　宏 明　殿

（助成対象者）
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

標記につきまして、下記のとおりご報告いたします。

記

１．助成対象設備の設置場所（住所）
２．設備を設置した施設名
３．システム出力
４．計量期間　　平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで
５．発電電力量　　　　　　　　ｋＷｈ

以上

担当　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　

ＴＥＬ／ＦＡＸ　　　　　　

Ｅ－ｍａｉｌ　　　　　　　




（注意事項）


計量期間は、ひと月単位（１日～月末）。


※ただし、運転開始時は、試運転開始日や引渡し日など発電を開始した日を計量期間の初めの日として下さい。








様式６（太陽光発電）





様式５（太陽光発電）





様式４（太陽光発電）








様式３（太陽光発電）











様式２（太陽光発電）





●設置の目的




















●公共性が高いとする理由























●普及啓発のための具体的方法（誰を対象に、どんなことに利活用するのか等）




















●期待される効果




















●ＣＯ２削減効果


【2009年度の東北電力ＣＯ２排出原単位0.322kg－CO2／kWhを用いて算定】








年間発電電力量（見込）　　　kWh×０．３２２＝　　　　　ｋｇ／年間











様式１－１（太陽光発電）








様式１（太陽光発電）
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